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１．はじめに 
私が関心をもって 2004 年秋以後検討を続けている長野市浅川の基本高水流量（以下一般

的な用法で基本高水と表現する。正確には基本高水はハイドログラフで、基本高水流量は

そのピーク流量を指す。）に関しては、治水安全度 1/100 における基本高水 450m3/s は過大

であり、流出計算に使用される貯留関数法の飽和雨量が 50mm であっても流量確率 1/100
におけるピーク流量は 270m3/s～280m3/s であることが明らかになっている。基本高水を 

引き下げれば、穴あきダムを建設せずに河川改修だけで外水災害対策が立てられる。 
中小河川である浅川に限らず、河川整備基本方針検討小委員会で検討されている一級水

系河川の基本高水に関しても、治水安全度に見合う基本高水は過大に決定されていること

が多く、その基本高水に基づいて河川整備計画を立案するとダムの建設が避けられないも

のになりがちである。全国的な注目を集めている川辺川ダム、淀川のダム群の建設などを

めぐる論争においても、河川整備基本方針検討小委員会で過大に決定された基本高水が前

提になっているので、河川の実情に基づいた正確な議論がなされてはいない現状であると

認識している。 
一級水系河川の基本高水は河川整備基本方針検討小委員会で決定され、各地の流域委員

会ではその基本高水を前提とした河川整備計画についての議論しかできない現河川法の枠

組みのなかにおいては、流域委員会で基本高水の見直しは不可能であることは承知の上で、

現在の河川砂防技術基準に基づき雨量から基本高水を決定する方法が適正でないこと、そ

してその改善策について一つの提言を行うものである。 
浅川のごとき長野県知事が河川管理者である地方の一級河川については、その基本高水

は実質的に長野県土木部（現建設部）が決定し、それに基づく河川整備計画は関東地方整

備局によって認可される。国交省大臣が河川管理者である一級水系の河川に関して、純粋

な外部機関とは言えないものも河川整備基本方針検討小委員会において検討がなされるが、

浅川のような地方の一級河川に関しては外部機関の検討なしで基本高水が決定されてしま

う問題が付随している。河川整備計画案が決定されて後に学識経験者の意見を聴取するこ

とで外部機関の検討に準ずるとされても、基本高水についての検討は実質的にはなされな

い。 
一級水系河川の基本高水は何故か過去の工事実施基本計画の基本高水を踏襲するかそれ

を上回ることが多いが、合理的なピーク流量が計算できれば、既に決定された基本高水を
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将来の目標にして、今本博健氏が主張するように向こう 20 年より 30 年の近い将来におい

ては、できうる範囲の河川改修で治水の安全性を高める河川対策を採用することは、現実

的な方法であると思うものである。未だ基本高水が決定されていない河川については、現

在の河川砂防技術基準における不都合な点を改善し、信頼性のある基本高水の算定法を至

急再構築し、その基本高水に基づく河川整備計画を検討すべきである。 
 
２．現状の河川砂防技術基準の問題点 
「河川砂防技術基準（案）計画編」は平成 16 年 3 月に改定され、「河川砂防技術基準 計

画編」になった。その内容においては改善された点も見られるが、改悪と思われる点もあ

る。 
基本高水の決定についての流れ図は「河川砂防技術基準 同解説 計画編」にしたがう

と以下の通りになっている。 

 
この流れ図を参考に検討すべき問題点を列挙する。 
（１） 引き伸ばし率、地域分布、時間分布による検討 

計画規模の超過確率年に相当する降雨は現実にはほとんど観測されないので、降雨の超

過確率年に相当する計画雨量（浅川の例では 130mm/日）まで引き伸ばした対象降雨を選び、

その対象降雨について流出計算をしてピーク流量群を求める。その際の引き伸ばし率は 2
倍程度にするように解説がなされている。現実的に 2 倍程度の制約があると、対象降雨の

数が限られてきて、「改定新版 河川砂防技術基準（案）同解説 調査編」に記載されてい

る、「試料の大きさ（サンプルサイズ）はできるだけ大きいこと」の記述が生かされない。

結果引き伸ばされた対象降雨群は実際発生が予想される降雨群のよきサンプルとはならな

いことになる。いわゆる標本空間と母集団空間が同じにならない結果になるのである。従

来ピーク流量群の最大値を基本高水に決定してもそれほど過大にならない例も発生してき
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た経緯があり、それほどの違和感なしに最大値を基本高水に決定してきたものである。し

かし試料の大きさが適切になり標本空間と母集団空間が近づくと、最大値を基本高水に決

定するとその基本高水は過大となり、超過確率年とかけ離れた治水安全度を与えてしまう。 
「河川砂防技術基準（案）計画編」においては、ピーク流量群のどの流量を基本高水に

決定するかついて、カバー率なる概念を採用していた。カバー率は近似的には非超過確率

と理解できるもので、この概念には統計的な考慮が加えられていた。サンプル数にもよる

がカバー率 60%前後が平均値となり、その超過確率は 0.5 になる。「河川砂防技術基準 計

画編」が改悪されていると言う理由の一つがこれである。 
更に「河川砂防技術基準 計画編」においては、引き伸ばされた対象降雨が時間分布、

地域分布から異常と思われた際にはその対象降雨を棄却し、その後流出計算されたピーク

流量群の最大値を基本高水に決定するとしているが、これも改悪以外の何者でもない。確

かに引き伸ばしをすることで、時間分布が変わり短時間の雨量の超過確率が小さくなるこ

とはあるが、その理由から棄却するとするのはピーク流量群につき統計的な検討をする際

にはなしてはならない処理である。あくまでも発生の確率は極めて小さいが無視してよい

と判断しないのが統計的な考察である。時間分布の異常からの棄却基準は短時間の降雨の

超過確率であるが、そのような基準を採用するならピーク流量群の最大値の基本高水の超

過確率年の議論もする必要がある。 
地域分布からの異常からの棄却基準は更に曖昧であり、どの程度の地域分布の偏りがあ

れば棄却かの明確な基準はない。地域分布に偏りある降雨の超過確率は小さいものの無視

はできないと判断する方が正常である。 
そもそも時間分布、地域分布の異常からの棄却は、ピーク流量群の最大値を基本高水に

決定した際に、その基本高水の過大さを希釈するねらいがあるのではないかと考える。す

なわちピーク流量群がある種の確率分布を与えること、そしてそれぞれのピーク流量の発

生確率が異なることを過去において否定してきた苦しい立場を放棄できない様子が見て取

れる。 
（２） ハイドログラフ 

計画雨量まで引き伸ばされた対象降雨からのピーク流量群の流出計算には貯留関数法が

利用されることが多いが、多くのパラメータのなかでも重要な飽和雨量について、計画雨

量に相当する降雨の際の実測流量がほとんど観測されていないので、ピーク流量群の流出

計算に利用される飽和雨量の値の信頼性に問題が多い。 
浅川の例では飽和雨量は 50mm とされているが、平成 16 年 10 月 23 号台風、平成 18 年

7 月豪雨の際の実測流量から 75mm～100mm に訂正されるべきであるとの結果も得られて

いるが、いったん決定された飽和雨量を訂正することができないことが問題である。 
（３） 流量確率、比流量による検証 

決定された基本高水が治水安全度に相当しているか検証をする必要がある。実測の年最

大流量の測定が 20 年程度あれば、それから求めた流量確率より検証は容易にすることでき
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る。しかし問題は一級水系河川は別として年最大流量の実測値がそれほど収集されていな

いケースが多いことである。また比流量による検証については、対照の河川の基本高水が

ピーク流量群の最大値から求めているので、それで検証することには同意ができないのは

言うまでもない。 
（４）基本高水の決定 
既に（１）引き伸ばし率、地域分布、時間分布による検討で述べたところと重複をする

が、最大の問題点であるので議論する。 
端的に表現すれば、ピーク流量群からの基本高水の決定において統計的な考察を欠いて

いることである。最近まで、ピーク流量群の発生は同じ確率であるとの間違った理解が一

般的であった。すなわちピーク流量群は一様分布している判断されていた。さらに各ピー

ク流量の発生確率は計画規模の降雨の雨量確率と同じであるとしてきた。結果雨量確率

1/100の際のピーク流量群の最大値を基本高水にしてもその治水安全度は 1/100であるとの

誤解が広まっていた。 
一様分布していても超過確率は存在するとの考えがあり、その考えはカバー率の考えに

つながるものである。 
ピーク流量群は正規分布のごとき確率分布をしているので、超過確率の定義からピーク

流量群の最大値を基本高水に決定する方法は、平成 9 年 10 月 16 日に改定されていた「改

定新版 河川砂防技術基準（案）同解説 調査編」の確率年の定義を無視していることに

なる。「改定新版 河川砂防技術基準（案）同解説 調査編」の記述にしたがい確率年を考

慮に入れて基本高水を決定していたら、既に治水安全度に見合う過大な基本高水の決定は

存在しなかったはずである。 
「改定新版 建設省河川砂防技術基準（案）同解説 調査編」に記載されている確率年

の算定式は、洪水の場合には、 
Tu = 1/(m・P(Xu)) = 1/(m･(1－F(Xu))) 
ここにおいて、 
Tu は水文量の特定の値に対応する確率年、この場合は最大流量が対象である。 
P(Xu)は水文量が Xu に等しいか、それを超える値が生起する確率（これを Xu の超過確率

とよぶ）。 
F(Xu)は水文量が Xu に等しいかそれを超えない値の生起する確率（これを Xu の非超過確

率または累積確率とよぶ）。 
m は算定に用いた試料の年間平均生起度数である。 
確率年の逆数がその洪水の流量確率になり、決定された基本高水の流量確率が治水安全

度になるのは言うまでもない。 
 
３．合理的な基本高水の決定法 
以下問題点の列挙に対応して合理的な基本高水の決定法を提案する。 
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（１）引き伸ばし率、地域分布、時間分布による検討 
引き伸ばし率にこだわらない、段階的サンプリング法とよぶ方法を提案している。この

方法は引き伸ばし率を 2 倍程度に制限せず、徐々に引き伸ばし率を増加させ引き伸ばされ

た対象降雨から流出計算してピーク流量群を求め、その最小値、最大値、平均値、標準偏

差、ひずみ、とがり、変動係数の値の変化を参考にして、順次にサンプリングの数を増や

すものである。元来サンプリングはランダムに実行するのが定法であるが、いったん数十

年分の年最大雨量を引き伸ばしそれからランダムサンプリングする方法に比較すると、手

間が省けるのと目的は合理的に考えられる平均値の最大量を求めることであると言えるの

で、段階的なサンプリングが現実的であると思うものである。 
この方法にしたがうと平均値が母集団の平均値よりも大きくなる可能性はあるが、決定

された基本高水が多少安全側に振れていると許容することにしたらいい。 
実際に浅川の例で 1976 年から 2005 年までの 30 年間の年間最大雨量を計画雨量まで引

き伸ばして得られた段階的なサンプリングによるピーク流量群について正規分布を想定し

て計算した結果を以下に示す。単位は m3/s である。 
 
範囲 最小値 最大値 平均値 標準偏差 ひずみ とがり   N 

1.0～2.0 178.79 362.39 263.09 60.51 0.383 －0.708   9 
1.0～3.0 159.98 592.89 299.89 127.51 1.134 0.184 21 
1.0～4.0 158.98 592.89 294.92 122.73 1.267 0.589 23 
1.0～5.0 118.06 592.89 280.27 119.53 1.307 1.036 28 
1.0～ 5.0
超 

118.06 592.89 285.05 118.13 1.185 0.744 30 

 
この結果からは引き伸ばし率 1.0～3.0 までで平均値は飽和に達していると判断できよう。 

また武庫川流域委員会で公開されている時間的・地域的な棄却を一切行わない 60 ケのモ

デル洪水から得られた甲武橋におけるピーク流量群について、正規分布を想定して計算し

た結果は次の通りであった。 
 
範囲 最小値 最大値 平均値 標準偏差 ひずみ とがり   N 

1.0～1.5 2457 4897 3611.5 970.6 0.440 －1.608   6 
1.0～2.0 2315 6755 3567.0 1093.9 1.456 2.740 19 
1.0～2.5 1573 6755 3453.9 1199.8 1.085 0.741 35 
1.0～3.0 1568 7904 3839.0 1585.3 0.879 －0.105 60 
 
平均値、最小値、最大値が飽和しているかどうか、更に 1.0～3.5 のデータがあればより

明らかになると思われるが段階的サンプリングの有用性を示している。 
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